
平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、 

平成 30 年 4 月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました。

そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を修了した建築士のみに認められており、

建築士の新たな業務として期待されています。   



●日 程： 第１回 令和２年２月２８日（金） 

●時 間： 受付 ９:００～  講習 ９:３０～１７:３０

      ※本講習は遅刻が認められませんので、御注意下さい。 

●定 員： ４０名 申込受付順、定員に達し次第締切ります。

●会 場： 京都建設会館別館４階会議室 
（京都市中京区橘町 641、地下鉄烏丸御池駅） 

●受講者： 建築士（一級、二級、木造）が対象になります。

●受講料： ２１,６００円【WEB 申込：２１,０６０円】

※税込、テキスト・登録料を含む 
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『新規講習』のご案内 ＣＰＤ５単位 

○ 宅地建物取引業法の改正に伴い、 

平成30年4月から建物状況調査等に関する措置が施行されました。 

平成28年6月、宅地建物取引業法が改正され、売主・買主が安心して

既存住宅の取引ができる市場環境を整備することを目的に、既存建物の

取引に係る情報提供の充実に関する以下の三つの措置が講じられまし 

た。これらの措置は、平成30年4月から施行されております。 

○ 講習修了者には、修了証明書と既存住宅状況調査技術者カード

 （顔写真入り）を交付します。 
 ※講習修了者の氏名、勤務先等を日本建築士会連合会のホームページで公表します。 

【お問い合わせ】
 (公社)日本建築士会連合会（〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 TEL：03-3456-2061） 
 (一社)京都府建築士会（〒604-0944 京都市中京区橘町 641 京都建設会館別館 TEL：075-211-2857） 

京都府建築士会


